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スポーツ活動の再開について（依頼） 

  

  平素より、本協会の諸事業につきまして格別のご理解・ご協力を賜り厚くお礼申し上げま

す。 

さて、新型コロナウイルス感染症拡大防止に伴い活動の自粛を要請しているところです

が、今後の活動につきましては、群馬県から示されている別紙「社会経済活動再開に向けた

ガイドライン」に沿って十分な感染防止対策を徹底していただき、活動を再開していただき

ますようお願いいたします。 

なお、少年（高校生以下）の活動は学校における部活動と同様に扱うこととし、「社会経

済活動再開に向けたガイドライン」における警戒度「１」に引き下げられた段階で再開する

こととしてください。（宿泊を伴う強化練習は、当面の間実施しないで下さい。） 

 また、再開にあたっては、「利用する施設」や競技特性に応じた「中央競技団体のガイド

ライン」等の感染防止対策も踏まえて行ってください。  

 さらに、新型コロナウイルス感染症については、第２波、第３波到来の可能性も十分にあ

るとされており、再び自粛要請が発出された場合等は、速やかに活動を止めていただくなど

警戒度に応じた対応をするとともに、 常に新しい情報を得るようお願いいたします。  

 

  ― 参考 ―     

 ・「社会経済活動再開に向けたガイドライン」に基づく要請の周知について（写） 

・「社会経済活動再開に向けたガイドライン」       

   https://www.pref.gunma.jp/ 

・「公益財団法人日本スポーツ協会 スポーツイベントの再開に向けた感染拡大予防 

ガイドライン」 

https://www.japan-sports.or.jp/news/tabid92.html?itemid=4173 
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